
目  次

第１章 総論的提言に対する措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

第２章 所管課への提言に対する措置

１ 市民・こども局人権・男女共同参画室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

２ 市民・こども局こども本部青少年育成課・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

３ 同 こども福祉課・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

４ 同 保育課・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

５ 同 こども家庭センター・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

６ 市民オンブズマン事務局人権オンブズパーソン担当・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

７ 教育委員会事務局人権・共生教育担当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

８ 同 指導課・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

９ 同 生涯学習推進課・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

１０ 同 総合教育センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

 本書中の「条例」または「子どもの権利条例」という記述は、特に断りなければ、

「川崎市子どもの権利に関する条例」をいう。 


